
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 南岩国駅駐輪場新築工事 進捗情報  [岩国市 都市開発部 都市拠点整備課 TEL29-5171] 

本年9月末の工事完了を目指して「駐輪場」整備を進めています 

新しい駐輪場完成後は現在の駐輪場は廃止となります 

 

現駐輪場 

 

新駐輪場 

（工事中） 

① 
② 

③ 

④ 

第１駐輪場 

第２駐輪場 

駐輪場整備計画 

〇第１駐輪場（線路沿い） 

自転車：266台 

  自動二輪（125ｃｃ以下）：21台 

防犯カメラ：２台 

〇第２駐輪場（市道沿い） 

自転車：70台 

防犯カメラ：１台 

 

（※）駐輪スペースには屋根を設置 

① 

ＪＲ山陽本線 

国道１８８号 

市道南岩国町 31 号線 

② 

③ ④ 

南岩国駅前地区 

まちづくりニュース 

令和６年５月 

第７号 

 

駅舎の移転に併せて実施してきた「駅前広場整備」や「国道 188 号交差

点改良」が完了し、駅からバスやタクシーへの乗り換えがスムーズになるな

ど、南岩国駅としての交通機能が強化されました。 

引き続き、今秋の完成を目指し「駐輪場」整備工事を進めていきます。 

「南岩国駅前広場」整備工事完了！ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「南岩国駅前地区まちづくり整備計画」 

まちづくりの基本目標 
「地域の生活拠点として、住む人も訪れる人も増える、 
にぎわいの市街地づくり」 

方針① 安心・安全で質の高い都市基盤整備の推進 
〇幹線道路として、広い歩道のある都市計画

道路を整備 

〇現在の道路を広げ、安全に通行できる生活

道路を整備 

〇住む人や訪れる人の憩いの場となり、災害

時には避難場所となる公園を整備 

〇雨水排水対策として、公園の地下などを活

用した雨水貯留施設の設置を検討 

 

方針② 都市機能の集積とまちなか居住の推進 
〇「にぎわいの創出」と「定住の促進」の実現のため、商業施設が集まるエリアや、住居が集

まるエリアなど、目指す街並みとなるよう用途地域を設定 

 

方針③ 交通利便性の強化 
〇南岩国駅の駅舎や駅前広場、駐輪場の整備

に続き、駅を便利で快適に利用できるよ

う、駅と地区の中心部を結ぶ自転車・歩行

者専用道路を整備 

 

 

南岩国駅前地区まちづくり整備計画を策定しました。 
南岩国駅の駅舎や駅前広場の整備に続き、南岩国駅前地区がより活性化し、住みや

すい｢まち｣となるよう、まちづくりの方針を「南岩国駅前地区まちづくり整備計画」

にまとめました。今後は、この方針に沿ったまちづくりを進めていきます。 

※掲載しているイラストは、新たなまちづくりの

将来イメージを表現したイメージ図です。実際

の整備内容とは異なります。 

広い歩道のある幹線道路 

憩いの場にもなる歩行者等専用道路 

商業施設が集まり賑わいのある通り 用途地域に応じた建物が建ち並ぶ街並み 

 都市基盤整備(道路･公園･雨水排水対策)について 

整備計画に基づ

いた事業計画を「整

備方針図」にまとめ

ています。 

道路や公園の整

備、雨水排水対策な

どの都市基盤整備

に取り組むことで、

安心・安全なまちづ

くりを目指します。 

 「にぎわいの創出」と「定住の促進」の実現に向けて 

整備方針図 

第一種住居地域 

 

 

 
           近隣商業地域 

第二種住居地域 

 

 

 

 

準工業地域 

用途地域とは、その地域ごとに建築できる建物

の使い方や大きさなどを定めた都市計画上のル

ールです。 

用途地域を設定することで、用途地域ごとのふ

さわしい街並みとなります。 

駅前にふさわしい、高層の建物や商業施設など

が建ち並ぶことで、にぎやかで活気のあるまちを

目指します。 

「南岩国駅前地区

まちづくり整備計

画」の詳細は、岩国

市のホームページ

に掲載しています。

下記ＱＲコードか

らご確認ください。 

発行・お問合せ 

岩国市 都市開発部 都市計画課 

住 所 山口県岩国市今津町1丁目14-51 

電 話 0827-29-5006 

メール toshikei@city.iwakuni.lg.jp 

土地区画整理事業の廃止により、建築物への規

制がなくなり、鉄筋コンクリート造のような頑丈

な建物や、3階建て以上の建物を建てられるよう

になりました。 

今後は、用途地域に応じた建築物を建てること

ができます。 

用途地域図 

凡 例 

   まちづくり対象区域 

 幹線道路（国道188号） 

 
幹線道路（幅員16ｍ） 

 主要生活道路（幅員9ｍ程度） 

 主要生活道路（幅員6～8ｍ） 

 区画道路 

 
自転車及び歩行者専用道路 
（幅員3ｍ程度） 

 公園整備検討範囲 

 水路改修箇所 

 雨水貯留施設検討範囲 

 

凡例（用途地域） 

   

第一種住居地域 

第二種住居地域 

近隣商業地域 

準工業地域 


